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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　階層構造を有する複数のエンティティ（ｅｎｔｉｔｉｅｓ）を含むＢＩＭデータファイ
ルと、前記複数のエンティティのうちの少なくとも何れか１つのエンティティとマッピン
グ（ｍａｐｐｉｎｇ）されているマッピングデータとを保存するデータベース（ｄａｔａ
ｂａｓｅ）を含むサーバ（ｓｅｒｖｅｒ）を用いて、前記ＢＩＭ（Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｍｏｄｅｌｉｎｇ）データファイルに含まれたデータを提供する
方法において、
　受信モジュールがクライアント（ｃｌｉｅｎｔ）からユーザ要請を受信する段階と、
　マッピングモジュールが、前記受信モジュールから伝送されたユーザ要請に基づいて、
前記データベースに保存された前記マッピングデータから前記ユーザ要請に相応するマッ
ピングデータを検索する段階と、
　データ抽出モジュールが、前記マッピングモジュールから検索されたマッピングデータ
を受信し、該受信されたマッピングデータとマッピングされている少なくとも何れか１つ
のエンティティに対応するデータとを前記ＢＩＭデータファイルから抽出する段階と、
　伝送モジュールが、前記データ抽出モジュールから抽出されたデータを受信し、該受信
されたデータをクライアントに伝送する段階と、
　を含み、
　前記マッピングデータとマッピングされている前記少なくとも何れか１つのエンティテ
ィは、第１上位エンティティに関連した複数の第１下位エンティティ及び第２上位エンテ
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ィティに関連した複数の第２下位エンティティを含み、
　前記データ抽出モジュールは、前記複数の第１下位エンティティのそれぞれと前記複数
の第２下位エンティティのそれぞれとを比較し、該比較結果に応じて、同じ下位エンティ
ティがある場合、前記同じ下位エンティティに対応するデータを重複して抽出しない、サ
ーバを用いてＢＩＭデータファイルに含まれたデータを提供する方法。
【請求項２】
　前記マッピングデータとマッピングされている前記少なくとも何れか１つのエンティテ
ィは、上位エンティティ及び前記上位エンティティと関連した下位エンティティを含み、
　前記上位エンティティと前記下位エンティティは、階層構造を有する請求項１に記載の
サーバを用いてＢＩＭデータファイルに含まれたデータを提供する方法。
【請求項３】
　前記ユーザ要請は、前記クライアントで実行されているアプリケーション（ａｐｐｌｉ
ｃａｔｉｏｎ）に関するアプリケーション情報を含み、
　前記マッピングデータは、前記アプリケーション情報に基づいて検索される請求項１に
記載のサーバを用いてＢＩＭデータファイルに含まれたデータを提供する方法。
【請求項４】
　前記抽出する段階以後に、ファイル生成モジュールが抽出されたデータを含むＩＦＣ（
Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　Ｃｌａｓｓｅｓ）ファイルを生成させる段階
をさらに含み、
　前記伝送する段階は、前記伝送モジュールが前記ＩＦＣファイルを前記クライアントに
伝送する請求項１に記載のサーバを用いてＢＩＭデータファイルに含まれたデータを提供
する方法。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のうちの何れか１項に記載のサーバを用いてＢＩＭデータファ
イルに含まれたデータを提供する方法を行うコンピュータプログラムを記録した記録媒体
。
【請求項６】
　実行されているアプリケーションに関するアプリケーション情報を含むユーザ要請を生
成させるクライアントと、
　前記ユーザ要請に相応する応答を前記クライアントに伝送しうるサーバと、を含み、
　前記サーバは、
　階層構造を有する複数のエンティティを含むＢＩＭデータファイルと、前記複数のエン
ティティのうちの少なくとも何れか１つのエンティティとマッピングされているマッピン
グデータとを保存するデータベースと、
　前記クライアントから前記ユーザ要請を受信する受信モジュールと、
　前記受信モジュールから伝送されたユーザ要請に含まれた前記アプリケーション情報に
基づいて、前記データベースに保存された前記マッピングデータから前記ユーザ要請に相
応するマッピングデータを検索するマッピングモジュールと、
　前記マッピングモジュールから検索されたマッピングデータを受信し、該受信されたマ
ッピングデータとマッピングされている少なくとも何れか１つのエンティティに対応する
データを前記ＢＩＭデータファイルから抽出するデータ抽出モジュールと、
　前記データ抽出モジュールから抽出されたデータを受信し、該受信されたデータを前記
クライアントに伝送しうる伝送モジュールと、
　を含み、
　前記マッピングデータとマッピングされている前記少なくとも何れか１つのエンティテ
ィは、第１上位エンティティに関連した複数の第１下位エンティティ及び第２上位エンテ
ィティに関連した複数の第２下位エンティティを含み、
　前記データ抽出モジュールは、前記複数の第１下位エンティティのそれぞれと前記複数
の第２下位エンティティのそれぞれとを比較し、該比較結果に応じて、同じ下位エンティ
ティがある場合、前記同じ下位エンティティに対応するデータを重複して抽出しない、Ｂ
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ＩＭデータ提供システム。
【請求項７】
　前記マッピングデータとマッピングされている前記少なくとも何れか１つのエンティテ
ィは、上位エンティティ及び前記上位エンティティと関連した下位エンティティを含み、
　前記上位エンティティと前記下位エンティティは、階層構造を有する請求項６に記載の
ＢＩＭデータ提供システム。
【請求項８】
　ＢＩＭデータ提供システムは抽出されたデータを含むＩＦＣファイルを生成させるファ
イル生成モジュールをさらに含み、
　前記伝送モジュールは、前記ファイル生成モジュールから伝送された前記ＩＦＣファイ
ルを前記クライアントに伝送する請求項６に記載のＢＩＭデータ提供システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＢＩＭデータファイル（Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｍｏ
ｄｅｌｉｎｇ　ｄａｔａ　ｆｉｌｅ）に含まれたデータを提供する方法、及びそれを用い
る装置に係り、特に、マッピング（ｍａｐｐｉｎｇ）データを用いて、前記ＢＩＭデータ
ファイルから要請されたデータを抽出し、該抽出されたデータを提供する方法、及びそれ
を用いる装置に関する。また、本発明は、ＢＩＭサーバのデータ提供方法に係り、特に、
クライアント（ｃｌｉｅｎｔ）の要請に相応する建物に関するシミュレーション（ｓｉｍ
ｕｌａｔｉｏｎ）の結果を表わす結果データを提供する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＢＩＭは、建物の企画、設計、エンジニアリング（ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）、または
施工及び維持補修などを多次元の仮想空間で行う過程を言う。
ＩＦＣ（Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　Ｃｌａｓｓｅｓ）は、ＡＥＣ／ＦＭ
（Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ／Ｆ
ａｃｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）全般にわたってプロジェクト（ｐｒｏｊｅｃｔ
）参加者のそれぞれが使う互いに異なるフォーマット（ｆｏｒｍａｔ）を有したデータの
互換を可能にするために開発された国際標準建設情報モデルである。
【０００３】
　ＢＩＭデータファイル、例えば、ＩＦＣフォーマットのファイルは、建物に関する多く
の情報を含めることができるが、前記ファイルの容量が大きいために、前記ファイルをロ
ーディング（ｌｏａｄｉｎｇ）するためには、サーバ（ｓｅｒｖｅｒ）級のメモリ（ｍｅ
ｍｏｒｙ）が要求される。
【０００４】
　クライアントが、前記ファイル（ｆｉｌｅ）をそのまま伝送される場合、前記ファイル
の受信に長時間がかかる。また、前記クライアントが、前記ファイルをローディングまた
はレンダリング（ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ）するときにも長時間がかかる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする技術的な課題は、マッピングデータを用いて、ＢＩＭデータ
ファイルから要請されたデータを抽出し、該抽出されたデータを提供する方法、及びそれ
を用いる装置を提供するところにある。また、本発明が解決しようとする技術的な課題は
、ＢＩＭサーバを用いて、クライアントの要請に相応する建物に関するデータまたはＢＩ
Ｍデータファイルを前記クライアントの要請に相応するアプリケーション提供者に伝送し
、前記アプリケーション提供者から受信された結果データをクライアントに提供する方法
を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明の一実施形態による階層構造を有する複数のエンティティ（ｅｎｔｉｔｙ）を含
むＢＩＭデータファイルと、前記複数のエンティティのうちの少なくとも何れか１つのエ
ンティティとマッピングされているマッピングデータとを保存するデータベースを含むサ
ーバが、前記ＢＩＭデータファイルに含まれたデータを提供する方法は、受信モジュール
がクライアントからユーザ要請を受信する段階と、マッピングモジュールが、前記受信モ
ジュールから伝送されたユーザ要請に基づいて、前記データベースに保存された前記マッ
ピングデータから前記ユーザ要請に相応するマッピングデータを検索する段階と、データ
抽出モジュールが、前記マッピングモジュールから検索されたマッピングデータを受信し
、該受信されたマッピングデータとマッピングされている少なくとも何れか１つのエンテ
ィティに対応するデータとを前記ＢＩＭデータファイルから抽出する段階と、伝送モジュ
ールが、前記データ抽出モジュールから抽出されたデータを受信し、該受信されたデータ
をクライアントに伝送する段階と、を含みうる。
【０００７】
　実施形態によって、前記マッピングデータとマッピングされている前記少なくとも何れ
か１つのエンティティは、上位エンティティ及び前記上位エンティティと関連した下位エ
ンティティを含み、前記上位エンティティと前記下位エンティティは、階層構造を有しう
る。
【０００８】
　実施形態によって、前記ユーザ要請は、前記クライアントで実行されているアプリケー
ション（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）に関するアプリケーション情報を含み、前記マッピン
グデータは、前記アプリケーション情報に基づいて検索されうる。
【０００９】
　実施形態によって、前記マッピングデータとマッピングされている前記少なくとも何れ
か１つのエンティティは、第１上位エンティティ、第２上位エンティティ、前記第１上位
エンティティに関連した複数の第１下位エンティティ、及び前記第２上位エンティティに
関連した複数の第２下位エンティティを含み、前記データ抽出モジュールは、前記複数の
第１下位エンティティのそれぞれと前記複数の第２下位エンティティのそれぞれとを比較
し、該比較結果に応じて、同じ下位エンティティがある場合、前記同じ下位エンティティ
に対応するデータを重複して抽出しないこともある。
【００１０】
　実施形態によって、前記抽出する段階以後に、ファイル生成モジュールが抽出されたデ
ータを含むＩＦＣファイルを生成させる段階をさらに含み、前記伝送する段階は、前記伝
送モジュールが前記ＩＦＣファイルを前記クライアントに伝送しうる。
【００１１】
　本発明の実施形態による記録媒体は、前記サーバを用いてＢＩＭデータファイルに含ま
れたデータを提供する方法を行うコンピュータプログラムを記録することができる。
　本発明の実施形態による建物情報提供システムは、実行されているアプリケーションに
関するアプリケーション情報を含むユーザ要請を生成させるクライアントと、前記ユーザ
要請に相応する応答を前記クライアントに伝送しうるサーバと、を含み、前記サーバは、
階層構造を有する複数のエンティティを含むＢＩＭデータファイルと、前記複数のエンテ
ィティのうちの少なくとも何れか１つのエンティティとマッピングされているマッピング
データとを保存するデータベースと、前記クライアントからユーザ要請を受信する受信モ
ジュールと、前記受信モジュールから伝送されたユーザ要請に含まれた前記アプリケーシ
ョン情報に基づいて、前記データベースに保存された前記マッピングデータから前記ユー
ザ要請に相応するマッピングデータを検索するマッピングモジュールと、前記マッピング
モジュールから検索されたマッピングデータを受信し、該受信されたマッピングデータと
マッピングされている少なくとも何れか１つのエンティティに対応するデータとを前記Ｂ
ＩＭデータファイルから抽出するデータ抽出モジュールと、前記データ抽出モジュールか
ら抽出されたデータを受信し、該受信されたデータを前記クライアントに伝送しうる伝送
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モジュールと、を含みうる。
【００１２】
　実施形態によって、前記マッピングデータとマッピングされている前記少なくとも何れ
か１つのエンティティは、上位エンティティ及び前記上位エンティティと関連した下位エ
ンティティを含み、前記上位エンティティと前記下位エンティティは、階層構造を有しう
る。実施形態によって、抽出されたデータを含むＩＦＣファイルを生成させるファイル生
成モジュールをさらに含み、前記伝送モジュールは、前記ＩＦＣファイルを前記クライア
ントに伝送しうる。
【００１３】
　実施形態によって、前記マッピングデータとマッピングされている前記少なくとも何れ
か１つのエンティティは、第１上位エンティティ、第２上位エンティティ、前記第１上位
エンティティに関連した複数の第１下位エンティティ、及び前記第２上位エンティティに
関連した複数の第２下位エンティティを含み、前記データ抽出モジュールは、前記複数の
第１下位エンティティのそれぞれと前記複数の第２下位エンティティのそれぞれとを比較
し、該比較結果、同じ下位エンティティがある場合、前記同じ下位エンティティに対応す
るデータを重複して抽出しないこともある。
【００１４】
　本発明の一実施形態による建物情報システムは、コンピュータプログラムを保存する第
１メモリ、階層構造を有する複数のエンティティを含むＢＩＭデータファイルと、前記複
数のエンティティのうちの少なくとも何れか１つのエンティティとマッピングされている
マッピングデータとを保存する第２メモリ、及び前記コンピュータプログラムを実行させ
るプロセッサを含み、前記コンピュータプログラムが、前記プロセッサによって実行され
ることによって、前記プロセッサは入力装置を通じて入力されたユーザ要請に応じて、前
記第２メモリに保存された前記マッピングデータから前記ユーザ要請に対応するマッピン
グデータを検索し、該検索されたマッピングデータとマッピングされている少なくとも何
れか１つのエンティティに対応するデータを前記ＢＩＭデータファイルから抽出し、該抽
出されたデータをディスプレイにディスプレイすることができる。
【００１５】
　本発明の実施形態によるＢＩＭ（Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｍｏｄ
ｅｌｉｎｇ）サーバのデータ提供方法は、ＢＩＭサーバがクライアントから伝送された対
象建物に関連した建物情報と所望のシミュレーションの種類に関連したシミュレーション
の種類情報とを受信する段階と、前記ＢＩＭサーバが、前記建物情報と前記シミュレーシ
ョンの種類情報とに相応するデータをデータベースに保存されたＢＩＭデータファイルか
ら検索する段階と、前記ＢＩＭサーバのそれぞれが、互いに異なるシミュレーションを行
う複数のアプリケーション提供者コンピュータのうちから前記シミュレーションの種類情
報に相応するアプリケーション提供者コンピュータを選択する段階と、前記ＢＩＭサーバ
が、検索されたデータを選択されたアプリケーション提供者コンピュータに伝送する段階
と、前記ＢＩＭサーバが、前記検索されたデータに基づいてシミュレーションが行われた
結果に相応する結果データを前記選択されたアプリケーション提供者コンピュータから受
信し、該受信された結果データを前記クライアントに伝送する段階と、を含みうる。
【００１６】
　実施形態によって、前記検索する段階は、前記建物情報及び前記シミュレーションの種
類情報に相応するマッピングデータに基づいて、前記データを前記ＢＩＭデータファイル
から検索することができる。
【００１７】
　実施形態によって、前記選択する段階以後に、前記ＢＩＭサーバは、前記選択されたア
プリケーション提供者コンピュータが前記シミュレーションを行うのにさらに必要なデー
タのリストを生成させ、該生成されたリストを前記クライアントに伝送する段階と、前記
ＢＩＭサーバが、前記クライアントから前記リストに相応するデータを受信する段階と、
をさらに含み、前記検索されたデータを伝送する段階は、前記ＢＩＭサーバが前記検索さ
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れたデータと前記クライアントから受信されたデータとを前記選択されたアプリケーショ
ン提供者コンピュータに伝送しうる。
【００１８】
　実施形態によって、前記受信された結果データを伝送する段階は、受信された結果デー
タのフォーマットを変換して、前記クライアントに伝送しうる。実施形態によって、前記
シミュレーションは、前記検索されたデータに相応する建物の設計、施工、維持または補
修に関連したシミュレーションであり得る。実施形態によって、前記ＢＩＭデータファイ
ルは、ＩＦＣフォーマットのデータファイルまたはテキスト形式のデータファイルであり
得る。
【００１９】
　本発明の実施形態によるＢＩＭサーバのデータ提供方法は、ＢＩＭサーバがクライアン
トから伝送された対象建物に関連した建物情報と所望のシミュレーションの種類に関連し
たシミュレーションの種類情報とを受信する段階と、前記ＢＩＭサーバが、前記建物情報
及び前記シミュレーションの種類情報に相応するＢＩＭデータファイルをデータベースか
ら検索する段階と、前記ＢＩＭサーバのそれぞれが、互いに異なるシミュレーションを行
う複数のアプリケーション提供者コンピュータのうちから前記シミュレーションの種類情
報に相応するアプリケーション提供者コンピュータを選択する段階と、前記ＢＩＭサーバ
が、検索されたＢＩＭデータファイルを選択されたアプリケーション提供者コンピュータ
に伝送する段階と、前記ＢＩＭサーバが、前記ＢＩＭデータファイルに基づいてシミュレ
ーションが行われた結果に相応する結果データを前記選択されたアプリケーション提供者
コンピュータから受信し、該受信された結果データを前記クライアントに伝送する段階と
、を含みうる。
【００２０】
　実施形態によって、前記選択する段階以後に、前記ＢＩＭサーバは、選択されたアプリ
ケーション提供者コンピュータが前記シミュレーションを行うのにさらに必要なデータの
リストを生成させ、該生成されたリストを前記クライアントに伝送する段階と、前記ＢＩ
Ｍサーバが、前記クライアントから前記リストに相応するデータを受信する段階と、前記
ＢＩＭサーバが、受信されたデータを用いて、前記検索されたＢＩＭデータファイルを編
集する段階と、をさらに含み、前記検索されたＢＩＭデータファイルを伝送する段階は、
前記ＢＩＭサーバが前記編集されたＢＩＭデータファイルを前記選択されたアプリケーシ
ョン提供者コンピュータに伝送しうる。
【００２１】
　実施形態によって、前記受信された結果データを伝送する段階は、受信された結果デー
タのフォーマットを変換して、前記クライアントに伝送しうる。
　実施形態によって、前記シミュレーションは、前記検索されたＢＩＭデータファイルに
相応する建物の設計、施工、維持または補修に関連したシミュレーションであり得る。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の実施形態による方法と装置は、マッピングデータを用いて、前記ＢＩＭデータ
ファイルから要請されたデータを抽出し、該抽出されたデータまたは抽出されたデータの
み含まれたサブＢＩＭデータファイルをクライアントに提供することによって、前記デー
タの要請に対する応答速度を向上させることができる。また、前記クライアントは、前記
ＢＩＭデータファイルから抽出されたデータを受信することによって、不要なデータによ
る保存空間の浪費、または前記データの処理による浪費を阻むことができる。
【００２３】
　また、本発明の実施形態による方法と装置は、前記クライアントで動作中であるアプリ
ケーションによって、前記アプリケーションの動作遂行に必要なデータを提供することに
よって、前記ＢＩＭデータファイルの活用度を向上させることができる。
【００２４】
　本発明の実施形態による方法は、ＢＩＭサーバを用いて、クライアントの要請に相応す
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る建物に関するシミュレーションの結果を表わす結果データを提供することによって、前
記クライアントが、前記シミュレーションを行うためのアプリケーションプログラムを備
えないこともある。また、前記クライアントは、対象建物に関する建物情報と所望のシミ
ュレーションの種類に関するシミュレーションの種類情報とをＢＩＭサーバに伝送するこ
とによって、前記対象建物に対するシミュレーション結果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態によるＢＩＭデータ提供システムのブロック図である。
【図２】図１に示されたＢＩＭサーバの一実施形態によるブロック図である。
【図３】図１に示されたクライアントの一実施形態によるブロック図である。
【図４】一実施形態によるＢＩＭデータファイルの構造を概念的に示す図である。
【図５】他の実施形態によるＢＩＭデータファイルの構造を概念的に示す図である。
【図６】本発明の一実施形態によるＢＩＭデータファイルに含まれたデータを提供する方
法のフローチャートである。
【図７】他の実施形態によるＢＩＭデータファイルに含まれたデータを提供する方法のフ
ローチャートである。
【図８】本発明の他の実施形態によるデータ提供システムのブロック図である。
【図９】図８に示されたＢＩＭサーバのデータ提供方法の一実施形態を説明するデータフ
ローである。
【図１０】図８に示されたＢＩＭサーバのデータ提供方法の他の実施形態を説明するデー
タフローである。
【図１１】図８に示されたＢＩＭサーバのデータ提供方法のさらに他の実施形態を説明す
るデータフローである。
【図１２】図８に示されたＢＩＭサーバのデータ提供方法のさらに他の実施形態を説明す
るデータフローである。
【図１３】図８に示されたＢＩＭサーバの一実施形態によるブロック図である。
【図１４】図８に示されたＢＩＭサーバの他の実施形態によるブロック図である。
【図１５】本発明の他の実施形態によるＢＩＭデータ提供システムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本明細書で、モジュール（ｍｏｄｕｌｅ）とは、本発明の実施形態による認証方法を行
うためのハードウェア（ｈａｒｄｗａｒｅ）または前記ハードウェアを駆動することがで
きるソフトウェア（ｓｏｆｔｗａｒｅ）の機能的または構造的結合を意味する。したがっ
て、前記モジュールは、プログラムコード（ｐｒｏｇｒａｍ　ｃｏｄｅ）と前記プログラ
ムコードを行うハードウェアリソース（ｒｅｓｏｕｒｃｅ）の論理的単位または集合を意
味する。
【００２７】
　本明細書で、データベース（ｄａｔａｂａｓｅ；以下、ＤＢ）とは、それぞれのＤＢに
対応する情報を保存するソフトウェア及びハードウェアの機能的または構造的結合を意味
する。ＤＢは、少なくとも１つのテーブル（ｔａｂｌｅ）として具現されることもあり、
前記ＤＢに保存された情報を検索、保存、及び管理するための別途のＤＢＭＳ（Ｄａｔａ
ｂａｓｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）をさらに含むこともできる。また、リ
ンクドリスト（ｌｉｎｋｅｄ－ｌｉｓｔ）、ツリー（Ｔｒｅｅ）、関係型ＤＢの形態など
の多様な方式で具現可能であり、前記ＤＢに対応する情報を保存可能なあらゆるデータ記
録媒体及びデータ構造を含む。
【００２８】
　図１は、本発明の一実施形態によるＢＩＭデータ提供システムのブロック図である。図
１を参照すると、ＢＩＭデータ提供システム（Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ　Ｍｏｄｅｌｉｎｇ　ｄａｔａ　ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ）１０は、ＢＩＭ
サーバ１００とクライアント２００とを含む。実施形態によって、ＢＩＭデータ提供シス
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テム１０は、ウェブ基盤の（ｗｅｂ－ｂａｓｅｄ）システムとして具現可能である。
【００２９】
　ＢＩＭサーバ１００は、複数の建物のそれぞれについての情報をＢＩＭデータファイル
形態で保存することができる。前記ＢＩＭデータファイルは、建物に関する情報を含める
あらゆる形態のファイルを意味する。実施形態によって、前記ＢＩＭデータファイルのフ
ァイルフォーマット（ｆｉｌｅ　ｆｏｒｍａｔ）は、ＩＦＣであり得る。また、ＢＩＭデ
ータファイルは、ＩＦＣフォーマットのファイル以外にも、ＢＩＭに使われるモデリング
道具によって生成されるあらゆる形態のファイルを意味する。
【００３０】
　実施形態によって、前記ＢＩＭデータファイルは、階層構造を有する複数のエンティテ
ィ（ｅｎｔｉｔｉｅｓ）を含みうる。前記エンティティは、意味のある情報単位を表すこ
とができる。実施形態によって、ＢＩＭサーバ１００は、前記ＢＩＭデータファイルから
特定建物についての特定情報を抽出し、該抽出された情報をクライアント２００に提供す
ることができる。
【００３１】
　ＢＩＭサーバ１００は、クライアント２００のユーザ要請ＲＥＱ１に対する応答ＲＥＳ
として前記抽出された情報をクライアント２００に提供することができる。クライアント
２００は、特定建物についての特定情報をＢＩＭサーバ１００に要請することができる。
実施形態によって、クライアント２００は、前記情報を要請するために、ＢＩＭサーバ１
００にユーザ要請ＲＥＱ１を伝送しうる。
【００３２】
　前記ユーザ要請ＲＥＱ１については、図３で詳しく説明される。
　実施形態によって、クライアント２００は、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅ
ｒ）、タブレット（ｔａｂｌｅｔ）ＰＣ、またはラップトップコンピュータ（ｌａｐｔｏ
ｐｃｏｍｐｕｔｅｒ）などとして具現可能である。他の実施形態によって、クライアント
２００は、携帯電話（ｃｅｌｌｕｌａｒ　ｐｈｏｎｅ）、スマートフォン（ｓｍａｒｔ　
ｐｈｏｎｅ）、またはタブレットＰＣのような携帯用装置（ｐｏｒｔａｂｌｅ　ｄｅｖｉ
ｃｅ）として具現可能である。ＢＩＭサーバ１００とクライアント２００は、有線インタ
ーネットネットワークまたは無線インターネットネットワークを通じてデータを送受信す
ることができる。
【００３３】
　図２は、図１に示されたＢＩＭサーバの一実施形態によるブロック図である。図２を参
照すると、ＢＩＭサーバ１００は、データベース１１０、受信モジュール１２０、マッピ
ングモジュール（ｍａｐｐｉｎｇ　ｍｏｄｕｌｅ）１３０、データ抽出モジュール１４０
、及び伝送モジュール１６０を含む。実施形態によって、ＢＩＭサーバ１００は、ファイ
ル生成モジュール１５０をさらに含みうる。
【００３４】
　データベース１１０は、マッピングデータＤＢ（ｍａｐｐｉｎｇ　ｄａｔａ　ｄａｔａ
ｂａｓｅ）１１２とＢＩＭデータファイルＤＢ１１４とを含みうる。マッピングデータＤ
Ｂ１１２は、マッピングデータを保存することができる。前記マッピングデータは、ＢＩ
Ｍデータファイルに含まれた複数のエンティティのうちの少なくとも何れか１つのエンテ
ィティとマッピングされうる。実施形態によって、前記マッピングデータは、前記ＢＩＭ
データファイルからデータの抽出に使われる。
【００３５】
　ＢＩＭデータファイルＤＢ１１４は、複数のＢＩＭデータファイルを保存することがで
きる。受信モジュール１２０は、クライアント２００から伝送されたユーザ要請ＲＥＱ１
を受信することができる。マッピングモジュール１３０は、ユーザ要請ＲＥＱ１に基づい
て、マッピングデータＤＢ１１２に保存されたマッピングデータからユーザ要請ＲＥＱ１
に相応するマッピングデータＭＤＡＴＡを検索することができる。
【００３６】
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　実施形態によって、マッピングモジュール１３０は、受信モジュール１２０から伝送さ
れたユーザ要請ＲＥＱ１に基づいて、マッピングデータを要請するための第１クエリーＱ
Ｒ１を生成させ、該生成された第１クエリーＱＲ１をマッピングデータＤＢ１１２に伝送
しうる。この場合、マッピングデータＤＢ１１２は、第１クエリーＱＲ１に応答して、第
１クエリーＱＲ１に相応するマッピングデータＭＤＡＴＡをマッピングモジュール１３０
に伝送しうる。マッピングデータＤＢ１１２からマッピングデータＭＤＡＴＡを検索する
ために、第１クエリーＱＲ１を生成させる方法は、一実施形態に過ぎず、これに限定され
るものではない。
【００３７】
　データ抽出モジュール１４０は、マッピングモジュール１３０から検索されたマッピン
グデータＭＤＡＴＡを受信し、マッピングデータＭＤＡＴＡとマッピングされている少な
くとも何れか１つのエンティティに対応するデータＥＤＡＴＡとを抽出することができる
。実施形態によって、データ抽出モジュール１４０は、受信されたマッピングデータＭＤ
ＡＴＡに基づいて、データを抽出するための第２クエリーＱＲ２を生成させ、該生成され
た第２クエリーＱＲ２をＢＩＭデータファイルＤＢ１１４に伝送しうる。この場合、ＢＩ
ＭデータファイルＤＢ１１４は、第２クエリーＱＲ２に応答して、第２クエリーＱＲ２に
相応するデータＥＤＡＴＡを抽出し、該抽出されたデータＥＤＡＴＡをデータ抽出モジュ
ール１４０に伝送しうる。
【００３８】
　ＢＩＭデータファイルＤＢ１１４からデータＥＤＡＴＡを抽出するために、第２クエリ
ーＱＲ２を生成させる方法は、一実施形態に過ぎず、これに限定されるものではない。実
施形態によって、データ抽出モジュール１４０は、複数のＢＩＭデータファイルからデー
タＥＤＡＴＡを抽出することができる。
【００３９】
　ファイル生成モジュール１５０は、データ抽出モジュール１４０から抽出されたデータ
ＥＤＡＴＡを受信し、抽出されたデータＥＤＡＴＡを含むサブＢＩＭデータファイルＥＦ
ＩＬＥ、例えば、ファイルフォーマットがＩＦＣであるファイルを生成することができる
。
【００４０】
　伝送モジュール１６０は、ファイル生成モジュール１５０からサブＢＩＭデータファイ
ルＥＦＩＬＥを受信し、該受信されたサブＢＩＭデータファイルＥＦＩＬＥをユーザ要請
ＲＥＱ１に対する応答ＲＥＳとしてクライアント２００に伝送しうる。他の実施形態によ
って、ＢＩＭサーバ１００は、ファイル生成モジュール１５０を含まないこともあり、伝
送モジュール１６０は、データ抽出モジュール１４０から抽出されたデータＥＤＡＴＡを
受信することができる。この場合、伝送モジュール１６０は、抽出されたデータＥＤＡＴ
Ａをユーザ要請ＲＥＱ１に対する応答ＲＥＳとしてクライアント２００に伝送しうる。
【００４１】
　図３は、図１に示されたクライアントの一実施形態によるブロック図である。図１ない
し図３を参照すると、クライアント２００は、要請生成モジュール２２０とデータ処理モ
ジュール２３０とを含みうる。要請生成モジュール２２０は、ユーザ要請ＲＥＱ１を生成
させ、該生成されたユーザ要請ＲＥＱ１をＢＩＭサーバ１００に伝送しうる。
【００４２】
　実施形態によって、要請生成モジュール２２０は、クライアント２００で実行中であり
、建物情報を要請するアプリケーション２１０の種類に基づいて、ユーザ要請ＲＥＱ１を
生成することができる。この場合、ユーザ要請ＲＥＱ１は、アプリケーション２１０が情
報を必要とする対象となる建物に関する情報、及びアプリケーション情報、例えば、アプ
リケーション２１０の種類に関する情報を含みうる。
【００４３】
　実施形態によって、ユーザ要請ＲＥＱ１は、前記情報を含むスクリプト（ｓｃｒｉｐｔ
）であり得る。実施形態によって、前記スクリプトは、ＸＭＬ形式で作成されうる。実施
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形態によって、マッピングモジュール１３０は、アプリケーション２１０の種類に関する
情報を基にしてマッピングデータＤＢ１１２からマッピングデータＭＤＡＴＡを検索する
ことができる。
【００４４】
　マッピングデータＭＤＡＴＡは、クライアント２００またはクライアント２００で実行
中であるアプリケーション２１０がＢＩＭデータファイルから抽出しようとする対象を定
義して、プログラム形態でマッピングデータＤＢ１１２に保存されている。
【００４５】
　データ処理モジュール２３０は、ＢＩＭサーバ１００から伝送された応答ＲＥＳを受信
し、該受信された応答ＲＥＳをアプリケーション２１０で活用可能な形態で加工すること
ができる。実施形態によって、前記加工過程がＢＩＭサーバ１００で行われ、データ処理
モジュール２３０は、アプリケーション２１０で活用可能な形態で加工された応答ＲＥＳ
を受信することができる。
【００４６】
　図４は、一実施形態によるＢＩＭデータファイルの構造を概念的に示す図である。図２
と図４とを参照すると、全体ファイルＴ１は、複数のエンティティＡ１、Ｂ１、Ｃ１、ａ
１、ａ２、ｂ１、ｃ１、及びｃ２を含みうる。説明の便宜上、全体ファイルＴ１に対して
２つのマッピングデータＭＤＡＴＡがあり、第１マッピングデータは、エンティティＡ１
にマッピングされ、第２マッピングデータは、エンティティＢ１とエンティティＣ１とに
マッピングされると仮定する。
【００４７】
　実施形態によって、データ抽出モジュール１４０が、前記第１マッピングデータを受信
した場合、前記第１マッピングデータに基づいて、全体ファイルＴ１から前記第１マッピ
ングデータとマッピングされているエンティティＡ１、及びその下位エンティティａ１、
ａ２に対応するデータを抽出することができる。
【００４８】
　他の実施形態によって、データ抽出モジュール１４０が、前記第２マッピングデータを
受信した場合、前記第２マッピングデータに基づいて、全体ファイルＴ１から前記第２マ
ッピングデータとマッピングされているエンティティＢ１、Ｃ１、及びその下位エンティ
ティｂ１、ｃ１、及びｃ２に対応するデータを抽出することができる。さらに他の実施形
態によって、マッピングデータＭＤＡＴＡは、上位エンティティＡ１とこれと関連した下
位エンティティａ１、ａ２のいずれにもマッピングされうる。この場合、上位エンティテ
ィＡ１は、建物の構造を機能単位で分類したエンティティ、例えば、建物の壁、空間、階
段、スラブ（ｓｌａｂ）などを表すことができる。
【００４９】
　図５は、他の実施形態によるＢＩＭデータファイルの構造を概念的に示す図である。図
２と図５とを参照すると、全体ファイルＴ２は、複数のエンティティＡ２、Ｂ２、ｆ１、
ｆ２、及びｆ３を含みうる。説明の便宜上、全体ファイルＴ２に対してマッピングデータ
ＭＤＡＴＡは、上位エンティティＡ２と上位エンティティＢ２とにマッピングされると仮
定する。
【００５０】
　実施形態によって、データ抽出モジュール１４０は、マッピングデータＭＤＡＴＡに基
づいて、全体ファイルＴ２からマッピングデータＭＤＡＴＡとマッピングされている複数
の上位エンティティＡ２、Ｂ２、及びこれに関連した下位エンティティｆ１、ｆ２、及び
ｆ３に対応するデータを抽出することができる。この場合、データ抽出モジュール１４０
は、上位エンティティＡ２に関連した下位エンティティｆ１、ｆ２のそれぞれと上位エン
ティティＢ２に関連した下位エンティティｆ２、ｆ３のそれぞれとを比較し、該比較結果
に応じて、同じ下位エンティティｆ２がある場合、同じ下位エンティティｆ２に対しては
データを重複して抽出しないこともある。すなわち、同じ下位エンティティｆ２に対して
は１回のみデータを抽出することができる。
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【００５１】
　図６は、本発明の一実施形態によるＢＩＭデータファイルに含まれたデータを提供する
方法のフローチャートである。図２、図３、及び図６を参照すると、受信モジュール１２
０は、クライアント２００から伝送されたユーザ要請ＲＥＱ１を受信することができる（
ステップＳ１０）。
【００５２】
　マッピングモジュール１３０は、ユーザ要請ＲＥＱ１に基づいて、マッピングデータＤ
Ｂ１１２に保存されたマッピングデータからユーザ要請ＲＥＱ１に相応するマッピングデ
ータＭＤＡＴＡを検索することができる（ステップＳ１２）。データ抽出モジュール１４
０は、マッピングモジュール１３０から検索されたマッピングデータＭＤＡＴＡを受信し
、ＢＩＭデータファイルＤＢ１１４に保存されたＢＩＭデータファイルからマッピングデ
ータＭＤＡＴＡとマッピングされている少なくとも何れか１つのエンティティに対応する
データＥＤＡＴＡとを抽出することができる（ステップＳ１４）。
【００５３】
　伝送モジュール１６０は、データ抽出モジュール１４０から抽出されたデータＥＤＡＴ
Ａを受信し、抽出されたデータＥＤＡＴＡをユーザ要請ＲＥＱ１に対する応答ＲＥＳとし
てクライアント２００に伝送しうる（ステップＳ１６）。実施形態によって、ＢＩＭサー
バ100は、抽出されたデータＥＤＡＴＡを加工して、該加工されたデータをクライアント
２００に伝送しうる。この場合、データ処理モジュール２３０は、アプリケーション２１
０で活用可能な形態で加工された応答ＲＥＳを受信することができる。前記加工された応
答ＲＥＳは、抽出されたデータＥＤＡＴＡを基にして加工されたものであり、クライアン
ト２００またはクライアント２００で実行中であるアプリケーション２１０で要求する結
果値のみ含みうる。
【００５４】
　図７は、他の実施形態によるＢＩＭデータファイルに含まれたデータを提供する方法の
フローチャートである。図２と図７とを参照すると、ファイル生成モジュール１５０は、
データ抽出モジュール１４０から抽出されたデータＥＤＡＴＡを受信し、抽出されたデー
タＥＤＡＴＡを含むサブＢＩＭデータファイルＥＦＩＬＥ、例えば、ファイルフォーマッ
トが、ＩＦＣであるファイルを生成することができる（ステップＳ２０）。伝送モジュー
ル１６０は、ファイル生成モジュール１５０からサブＢＩＭデータファイルＥＦＩＬＥを
受信し、該受信されたサブＢＩＭデータファイルＥＦＩＬＥをユーザ要請ＲＥＱ１に対す
る応答ＲＥＳとしてクライアント２００に伝送しうる（ステップＳ２２）。
【００５５】
　図８は、本発明の他の実施形態によるデータ提供システムのブロック図である。図８を
参照すると、データ提供システム（ｄａｔａ　ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ）１０
’は、ＢＩＭサーバ（Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｍｏｄｅｌｉｎｇ　
ｓｅｒｖｅｒ）１００’、クライアント２００’、及び複数のアプリケーション提供者（
ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｖｉｄｅｒｓ）３００を含みうる。
【００５６】
　クライアント２００’は、ＢＩＭサーバ１００’にユーザ要請を伝送しうる。
　実施形態によって、前記ユーザ要請は、シミュレーションの対象となる対象建物に関す
る情報、マッピングデータ情報、及び／または実行させようとするシミュレーションの種
類に関連した情報を含みうる。実施形態によって、前記シミュレーションの種類に関連し
た情報は、アプリケーションプログラム（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｇｒａｍ）の
種類に関する情報、またはアプリケーション提供者３００のうち、前記アプリケーション
プログラムを提供するアプリケーション提供者に関する情報を含みうる。
【００５７】
　ＢＩＭサーバ１００’は、クライアント２００’からユーザ要請を受信して、前記ユー
ザ要請の処理に必要なデータ（ｄａｔａ）またはファイルを複数のアプリケーション提供
者３００のうちの少なくとも何れか１つに伝送しうる。
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ＢＩＭサーバ１００’の構造及び動作については、図９ないし図１４を参照して詳しく説
明される。
【００５８】
　複数のアプリケーション提供者３００のそれぞれは、アプリケーションプログラムを提
供する提供者が運用するＰＣ(personal computer)またはサーバを意味する。複数のアプ
リケーション提供者３００のそれぞれは、互いに異なるシミュレーションを行うアプリケ
ーションプログラムを提供することができる。例えば、複数のアプリケーション提供者３
００のそれぞれは、ＢＩＭサーバ１００’から伝送されたデータまたはファイルを基にし
てアプリケーションプログラムを実行させ、該実行結果によって、結果データを生成する
ことができる。
【００５９】
　実施形態によって、前記アプリケーションプログラムは、ＢＩＭサーバ１００’から伝
送されたデータまたはファイルを用いて、これに相応する建物の日照権に関するシミュレ
ーションを行える。この場合、前記データまたは前記ファイルは、建物の層数、建物の位
置、及びまたは建物間の距離などに関する情報を含みうる。
【００６０】
　他の実施形態によって、前記アプリケーションプログラムは、ＢＩＭサーバ１００’か
ら伝送されたデータまたはファイルを用いて、これに相応する建物のエネルギー効率に関
するシミュレーションを行える。この場合、前記データまたは前記ファイルは、前記建物
の外皮(または外壁)の材料及び／または前記建物の外皮(または外壁)の面積などに関する
情報を含みうる。
【００６１】
　さらに他の実施形態によって、前記アプリケーションプログラムは、ＢＩＭサーバ１０
０’から伝送されたデータまたはファイルを用いて、これに相応する建物の施工コストに
関するシミュレーションを行える。この場合、前記データまたは前記ファイルは、前記建
物に使われた材料の数量（または、質量）及び／または前記材料の単位数量（または、質
量）当たりコストなどに関する情報を含みうる。
【００６２】
　さらに他の実施形態によって、前記アプリケーションプログラムは、ＢＩＭサーバ１０
０’から伝送されたデータまたはファイルを用いて、これに相応する建物に含まれた施設
を維持及び補修するためのシミュレーションを行える。この場合、前記データまたは前記
ファイルは、前記施設のそれぞれが、設け（または、取り替え）られた時期及び前記施設
のそれぞれの寿命などに関する情報を含みうる。さらに他の実施形態によって、前記アプ
リケーションプログラムは、ＢＩＭサーバ１００’から伝送されたデータまたはファイル
を用いて、これに相応する建物の設計段階で、前記建物の構成、例えば、ビーム（ｂｅａ
ｍ）と配管とが重畳されるか否かなどをシミュレーションすることができる。
【００６３】
　さらに他の実施形態によって、前記アプリケーションプログラムは、ＢＩＭサーバ１０
０’から伝送されたデータまたはファイルを用いて、これに相応する建物の作業工程の順
序と日程とに関するシミュレーションを行える。この場合、前記データまたは前記ファイ
ルは、前記建物の各層別の底の面積、前記建物の各層別の壁の面積などに関する情報を含
みうる。
【００６４】
　結果データは、ＢＩＭサーバ１００’を通じてクライアント２００’に伝送することが
できる。実施形態によって、複数のアプリケーション提供者３００のそれぞれは、アプリ
ケーションプログラムを実行させるコンピュータ（ｃｏｍｐｕｔｅｒ）として具現可能で
ある。前記コンピュータは、サーバとして動作することができるコンピュータシステムを
含む概念を意味することもできる。
【００６５】
　図９は、図８に示されたＢＩＭサーバのデータ提供方法の一実施形態を説明するデータ
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フローである。図１０は、図８に示されたＢＩＭサーバのデータ提供方法の他の実施形態
を説明するデータフローである。図１１は、図８に示されたＢＩＭサーバのデータ提供方
法のさらに他の実施形態を説明するデータフローである。図１２は、図８に示されたＢＩ
Ｍサーバのデータ提供方法のさらに他の実施形態を説明するデータフローである。
【００６６】
　図９を参照すると、クライアント２００’は、ＢＩＭサーバ１００’にユーザ要請を伝
送しうる（ステップＳ３０）。実施形態によって、前記ユーザ要請は、対象建物に関連し
た建物情報及び／または所望のシミュレーションの種類に関連したシミュレーションの種
類情報を含みうる。
【００６７】
　ＢＩＭサーバ１００’は、受信された建物情報及びシミュレーションの種類情報に基づ
いてデータを検索することができる（ステップＳ３２）。実施形態によって、ＢＩＭサー
バ１００’は、ＢＩＭデータファイルから受信された建物情報及びシミュレーションの種
類情報に相応するデータを抽出することができる。ＢＩＭサーバ１００’は、受信された
シミュレーションの種類情報に相応するアプリケーション提供者３００を選択することが
できる（ステップＳ３６）。
【００６８】
　図９ないし図１２に示されたアプリケーション提供者３００は、ＢＩＭサーバ１００’
が図８に示された複数のアプリケーション提供者３００のうちから受信されたシミュレー
ションの種類情報に基づいて選択したアプリケーション提供者を意味する。
【００６９】
　Ｓ３２段階及びＳ３６段階は、図１３と図１４とを参照して詳しく説明される。
　ＢＩＭサーバ１００’は、検索されたデータをアプリケーション提供者３００に伝送し
うる（ステップＳ５０）。アプリケーション提供者３００は、受信されたデータに基づい
て、シミュレーションを行うためのアプリケーションプログラムを実行させ、該実行結果
によって、結果データを生成することができる（ステップＳ５４）。
【００７０】
　アプリケーション提供者３００は、生成された結果データをＢＩＭサーバ１００’に伝
送しうる（ステップＳ５６）。ＢＩＭサーバ１００’は、受信された結果データをクライ
アント２００’に伝送しうる（ステップＳ５８）。実施形態によって、ＢＩＭサーバ１０
０’は、前記結果データをクライアント２００’が要求する形態、例えば、クライアント
２００’が要求するフォーマットに変換して、該変換された結果データをクライアント２
００’に伝送しうる。
【００７１】
　図１０を参照すると、ＢＩＭサーバ１００’は、検索されたデータ以外に、アプリケー
ション提供者３００がシミュレーションを行うのにさらに必要なデータがあるか否かを判
断することができる（ステップＳ３８）。
【００７２】
　実施形態によって、編集データは、アプリケーション提供者３００がシミュレーション
を行うのにさらに必要なデータを意味する。他の実施形態によって、編集データは、ＢＩ
Ｍサーバ１００’が検索されたデータまたはＢＩＭデータファイルの編集に必要なデータ
を意味する。実施形態によって、ＢＩＭサーバ１００’は、追加的に必要なデータのリス
トを生成することができる。ＢＩＭサーバ１００’は、生成されたリストをクライアント
２００’に伝送しうる（ステップＳ４０）。
【００７３】
　ＢＩＭサーバ１００’は、クライアント２００’から前記リストに相応するデータを受
信し（ステップＳ４２）、該受信されたデータを建物情報及びシミュレーションの種類情
報に基づいて検索されたデータと共にアプリケーション提供者３００に伝送しうる（ステ
ップＳ４４）。
【００７４】
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　図１１を参照すると、ＢＩＭサーバ１００’は、受信された建物情報及びシミュレーシ
ョンの種類情報に基づいてＢＩＭデータファイルを検索し（ステップＳ３４）、該検索さ
れたＢＩＭデータファイルをアプリケーション提供者３００に伝送しうる（ステップＳ５
２）。アプリケーション提供者３００は、受信されたＢＩＭデータファイルに基づいて、
シミュレーションを行うためのアプリケーションプログラムを実行させ、該実行結果によ
って、アプリケーションプログラムは結果データを生成することができる（ステップＳ５
４）。
【００７５】
　図１２を参照すると、ＢＩＭサーバ１００’は、クライアント２００’から追加的に必
要なデータのリストに相応するデータを受信し（ステップＳ４２）、該受信されたデータ
を用いて検索されたＢＩＭデータファイルを加工、例えば、編集または修正することがで
きる（ステップＳ４６）。実施形態によって、ＢＩＭサーバ１００’は、受信されたデー
タを検索されたＢＩＭデータファイルに含ませることができる。
【００７６】
　ＢＩＭサーバ１００’は、編集、例えば、修正されたＢＩＭデータファイルをアプリケ
ーション提供者３００に伝送しうる（ステップＳ４８）。実施形態によって、ＢＩＭサー
バ１００’は、クライアント２００’から受信されたデータを含むＢＩＭデータファイル
をアプリケーション提供者３００に伝送しうる。
【００７７】
　図１３は、図８に示されたＢＩＭサーバの一実施形態によるブロック図であり、図１４
は、図８に示されたＢＩＭサーバの他の実施形態によるブロック図である。図８ないし図
１３を参照すると、図８に示されたＢＩＭサーバ１００’の一実施形態によるＢＩＭサー
バ１００’Ａは、受信モジュール（ｒｅｃｉｅｖｉｎｇ　ｍｏｄｕｌｅ）３１０、データ
ベース（ＤＢ）３２０、データ検索モジュール（ｄａｔａ　ｓｅａｒｃｈｉｎｇ　ｍｏｄ
ｕｌｅ）３３０、伝送モジュール（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｕｌｅ）３４０、
及び結果処理モジュール（ｒｅｓｕｌｔ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｍｏｄｕｌｅ）３５０
を含みうる。
【００７８】
　実施形態によって、ユーザ要請ＲＥＱ２は、対象建物に関連した建物情報ＢＩＮＦと所
望のシミュレーションの種類に関連したシミュレーションの種類情報ＩＩＮＦとを含みう
る。実施形態によって、建物情報ＢＩＮＦは、シミュレーションの対象となる建物、前記
建物の層数、及び／または前記建物の特定領域を指示する情報を意味する。
【００７９】
　実施形態によって、シミュレーションの種類情報ＩＩＮＦは、シミュレーションを行う
ためのアプリケーションプログラムの種類、前記アプリケーションプログラムを提供する
アプリケーション提供者３００を指示する情報を意味する。
【００８０】
　受信モジュール３１０は、クライアント２００’からユーザ要請ＲＥＱ２を受信して、
ユーザ要請ＲＥＱ２に含まれた建物情報ＢＩＮＦ及びシミュレーションの種類情報ＩＩＮ
Ｆをデータ検索モジュール３３０に伝送しうる。受信モジュール３１０は、クライアント
２００’からユーザ要請ＲＥＱ２を受信して、ユーザ要請ＲＥＱ２に含まれたシミュレー
ションの種類情報ＩＩＮＦを伝送モジュール３４０に伝送しうる。
【００８１】
　実施形態によって、ＢＩＭサーバ１００’Ａは、受信モジュール３１０を含まないこと
もあり、この場合、データ検索モジュール３３０が、クライアント２００’から建物情報
ＢＩＮＦ及びシミュレーションの種類情報ＩＩＮＦを直接受信し、伝送モジュール３４０
がシミュレーションの種類情報ＩＩＮＦをクライアント２００’から直接受信することが
できる。
【００８２】
　データベース３２０は、複数のＢＩＭデータファイルを保存することができる。実施形
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態によって、前記複数のＢＩＭデータファイルのそれぞれは、ＩＦＣフォーマットのデー
タファイルまたはテキスト形式のデータファイルであり得る。
【００８３】
　データ検索モジュール３３０は、建物情報ＢＩＮＦ及びシミュレーションの種類情報Ｉ
ＩＮＦに基づいて、データＢＤＡＴＡまたはＢＩＭデータファイルＢＦＩＬＥを要請する
ためのクエリーＱＲ３を生成させ、該生成されたクエリーＱＲ３をデータベース３２０に
伝送しうる。実施形態によって、シミュレーションの種類情報ＩＩＮＦが、建物のエネル
ギー効率に関するシミュレーションを指示する場合、データ検索モジュール３３０は、建
物情報ＢＩＮＦが指示する対象建物の外皮(または外壁)の材料及び面積に関連したデータ
ＢＤＡＴＡまたはＢＩＭデータファイルＢＦＩＬＥを検索することができる。
【００８４】
　データベース３２０は、クエリーＱＲ３に応答して、データＢＤＡＴＡまたはＢＩＭデ
ータファイルＢＦＩＬＥをデータ検索モジュール３３０に伝送しうる。データベース３２
０からデータＢＤＡＴＡまたはＢＩＭデータファイルＢＦＩＬＥを検索するために、クエ
リーＱＲ３を生成させる方法は、一実施形態に過ぎず、これに限定されるものではない。
【００８５】
　データ検索モジュール３３０は、データＢＤＡＴＡまたはＢＩＭデータファイルＢＦＩ
ＬＥを伝送モジュール３４０に伝送しうる。実施形態によって、データＢＤＡＴＡまたは
ＢＩＭデータファイルＢＦＩＬＥは、データベース３２０から伝送モジュール３４０に直
接伝送することができる。
【００８６】
　実施形態によって、ＢＩＭサーバ１００’Ａは、クライアント２００’からさらに受信
されたデータを用いて、ＢＩＭデータファイルＢＦＩＬＥを加工するための別途のモジュ
ール（図示せず）をさらに含み、前記モジュールは、さらに受信された前記データを用い
て、ＢＩＭデータファイルＢＦＩＬＥを編集することができる。
【００８７】
　伝送モジュール３４０は、シミュレーションの種類情報ＩＩＮＦに相応するアプリケー
ション提供者３００を選択し（ステップＳ３６）、該選択されたアプリケーション提供者
３００にデータＢＤＡＴＡまたはＢＩＭデータファイルＢＦＩＬＥを伝送しうる（ステッ
プＳ５０またはステップＳ５２）。実施形態によって、伝送モジュール３４０は、データ
ＢＤＡＴＡまたはＢＩＭデータファイルＢＦＩＬＥをアプリケーション提供者３００が要
求する形態、例えば、アプリケーション提供者３００が要求するフォーマットに変換して
、該変換されたデータＢＤＡＴＡまたはＢＩＭデータファイルＢＦＩＬＥをアプリケーシ
ョン提供者３００に伝送しうる。
【００８８】
　結果処理モジュール３５０は、データＢＤＡＴＡまたはＢＩＭデータファイルＢＦＩＬ
Ｅに基づいて、アプリケーションプログラムが実行された結果に相応する結果データＲＥ
ＳＵＬＴをアプリケーション提供者３００から受信することができる（ステップＳ５６）
。実施形態によって、前記アプリケーションプログラムが、建物のエネルギー効率に関す
るシミュレーションを行うためのものである場合、結果データＲＥＳＵＬＴは、エネルギ
ー効率に関する情報を含みうる。
【００８９】
　結果処理モジュール３５０は、受信された結果データＲＥＳＵＬＴをクライアント２０
０’に伝送しうる（ステップＳ５８）。実施形態によって、結果処理モジュール３５０は
、受信された結果データＲＥＳＵＬＴをクライアント２００’が要求する形態、例えば、
クライアント２００’が要求するフォーマットに変換して、該変換された結果データＲＥ
ＳＵＬＴをクライアント２００’に伝送しうる。
【００９０】
　受信モジュール３１０、データ検索モジュール３３０、伝送モジュール３４０、及び結
果処理モジュール３５０のそれぞれは、機能的及び論理的に分離可能であることを示すも
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のであり、各構成が必ずしも別途の物理的装置として区分されるか、別途のコードとして
作成されることを意味するものではない。
【００９１】
　図９と図１４とを参照すると、図１に示されたＢＩＭサーバ１００の一実施形態による
ＢＩＭサーバ１００’Ｂは、ユーザ要請ＲＥＱ２に含まれた建物情報ＢＩＮＦとシミュレ
ーションの種類情報ＩＩＮＦとに基づいて、ＢＩＭデータファイルから抽出データＥＤＡ
ＴＡのみを抽出して、アプリケーション提供者３００に伝送しうる。実施形態によって、
データベース３２０は、複数のＢＩＭデータファイル及び複数のマッピングデータを保存
することができる。実施形態によって、前記複数のＢＩＭデータファイルのそれぞれは、
ＩＦＣフォーマットのデータファイルまたはテキスト形式のデータファイルであり得る。
【００９２】
　データ検索モジュール３３０は、建物情報ＢＩＮＦとシミュレーションの種類情報ＩＩ
ＮＦとに相応するマッピングデータＭＤＡＴＡを要請するためのクエリーＱＲ１を生成さ
せ、該生成されたクエリーＱＲ１をデータベース３２０に伝送しうる。実施形態によって
、シミュレーションの種類情報ＩＩＮＦが、建物のエネルギー効率に関するシミュレーシ
ョンを指示する場合、マッピングデータＭＤＡＴＡは、建物情報ＢＩＮＦが指示する対象
建物の外皮(外壁)の材料及び面積に関連した抽出データＥＤＡＴＡを抽出するためのデー
タを意味する。
【００９３】
　データベース３２０は、クエリーＱＲ１に応答して、マッピングデータＭＤＡＴＡをデ
ータ検索モジュール３３０に伝送しうる。マッピングデータＭＤＡＴＡは、ＢＩＭデータ
ファイルから抽出データＥＤＡＴＡの抽出に使われ、図８と図９とを参照して詳しく説明
される。
【００９４】
　データ検索モジュール３３０は、受信されたマッピングデータＭＤＡＴＡに基づいて、
抽出データＥＤＡＴＡを要請するためのクエリーＱＲ２を生成させ、該生成されたクエリ
ーＱＲ２をデータベース３２０に伝送しうる。
【００９５】
　データベース３２０は、クエリーＱＲ２に応答して、クエリーＱＲ２に相応するＢＩＭ
データファイルから抽出データＥＤＡＴＡを抽出し、該抽出データＥＤＡＴＡをデータ検
索モジュール３３０に伝送しうる。実施形態によって、抽出データＥＤＡＴＡは、データ
ベース３２０から伝送モジュール３４０に直接伝送することもできる。
【００９６】
　実施形態によって、データベース３２０から抽出データＥＤＡＴＡを検索する過程は、
図２に示されたデータベース１１０から抽出データＥＤＡＴＡを検索する過程と実質的に
同じ方法で行われる。データベース３２０からマッピングデータＭＤＡＴＡまたは抽出デ
ータＥＤＡＴＡを検索するために、クエリーＱＲ１またはＱＲ２を生成させる方法は、一
実施形態に過ぎず、これに限定されるものではない。
【００９７】
　データ検索モジュール３３０は、抽出データＥＤＡＴＡを伝送モジュール３４０に伝送
しうる。伝送モジュール３４０は、シミュレーションの種類情報ＩＩＮＦに相応するアプ
リケーション提供者３００を選択し（ステップＳ３６）、該選択されたアプリケーション
提供者３００に抽出データＥＤＡＴＡを伝送しうる（ステップＳ５０）。
【００９８】
　図１５は、本発明の他の実施形態によるＢＩＭデータ提供システムのブロック図である
。図１５を参照すると、ＢＩＭデータ提供システム４００は、プロセッサ（ｐｒｏｃｅｓ
ｓｏｒ）４１０、第１メモリ４２０、第２メモリ４３０、入力装置４４０、及びディスプ
レイ（ｄｉｓｐｌａｙ）４５０を含みうる。実施形態によって、ＢＩＭデータ提供システ
ム４００は、ＰＣ、タブレットＰＣ、またはラップトップコンピュータなどとして具現可
能である。
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　プロセッサ４１０は、ＢＩＭデータ提供システム４００の動作を全般的に制御する。
　第１メモリ４２０は、動作メモリ（ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ｍｅｍｏｒｙ）として使われ
る。実施形態によって、第１メモリ４２０は、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ）のような不揮発性メモリとして具現可能であり、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）のような揮発性メモリとして具現可能である。第２
メモリ４３０は、マッピングデータ及び／または複数のＢＩＭデータファイルを保存する
ことができる。
【０１００】
　プロセッサ４１０は、入力装置４４０を通じて入力されたユーザ要請に応じて、第１メ
モリ４２０に保存されたコンピュータプログラムを実行させることができる。前記コンピ
ュータプログラムが実行されることによって、プロセッサ４１０は、第２メモリ４３０に
保存された前記マッピングデータから前記ユーザ要請に対応するマッピングデータを検索
し、該検索されたマッピングデータとマッピングされている前記少なくとも何れか１つの
エンティティに対応するデータとを前記ＢＩＭデータファイルから抽出し、該抽出された
データをディスプレイ４５０にディスプレイすることができる。
【０１０１】
　実施形態によって、入力装置４４０は、タッチパッド（ｔｏｕｃｈ　ｐａｄ）またはコ
ンピュータマウス（ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｍｏｕｓｅ）のようなポインティング装置（ｐｏ
ｉｎｔｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ）、キーパッド（ｋｅｙｐａｄ）、またはキーボード（ｋｅ
ｙｂｏａｒｄ）として具現可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明は、ＢＩＭデータ提供システムに利用されうる。
【符号の説明】
【０１０３】
　１００、１００’：ＢＩＭサーバ
　２００、２００’：クライアント
　１１２：マッピングデータＤＢ
　１１４：ＢＩＭデータファイルＤＢ
　１３０：マッピングモジュール
　１４０：データ抽出モジュール
　１５０：ファイル生成モジュール
　１２０：受信モジュール
　１６０：伝送モジュール
　２１０：アプリケーション
　２２０：要請生成モジュール
　２３０：データ処理モジュール
　３００：アプリケーション提供者
　３２０：データベース
　３３０：データ検索モジュール
　３１０：受信モジュール
　３４０：伝送モジュール
　３５０：結果処理モジュール
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